
＜運営規程の概要＞

＜従業者の勤務体制＞

＜秘密の保持＞

〇 当施設の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を、正当な

理由がない限り漏らしません。契約終了後も同様に対応します。

〇 従業員が当施設の従業員でなくなった後においても、当事業者の責任において、当該従業員が業

務上知り得た入居者及びその家族の秘密の保持を行います。

〇 当事業者は、サービス担当者会議等で入居者及びその家族の個人情報等の秘密事業を使用す

る場合は、予め文書により同意を得ることとします。

＜虐待防止のための措置＞
○ 当事業者は虐待防止のための対策を検討する委員会を開催し、内容を従業者へ周知しています。

うずらはし　介護老人福祉施設

フリガナ トクベツヨウゴロウジンホームウズラハシ サービスの
種　　類

介護老人福祉施設

事業所名 特別養護老人ホーム　うずらはし
事業所番号 1571700804

電話番号 0250-48-5577 FAX番号 0250-48-5576

利用定員 60人

所 在 地
〒 959-1848 フリガナ サトウ　シゲル

五泉市橋田丙497-2 管　理　者 佐藤　茂

利 用 料
 法定代理受領分 厚生労働大臣が定める告示上の基準額の利用者負担分（別掲）

 法定代理受領分以外 厚生労働大臣が定める告示上の基準額（別掲）

その他の
費　　用

 食費：1,461円　居住費：2,116円/日　

 特別な食費：実費　理美容：実費　入居者の希望による日常生活費（身の回り品及び

 教養娯楽費）：実費　入居者の希望による電化製品使用にかかる電気代：1コンセント

 につき1,200円/月

医師 1人 嘱託：併設事業所と兼務

生活相談員 1人以上 常勤：併設事業所、他の職種と兼務

特養60床の人員基準

職　種 員　数 備　考

管理者 1人 常勤：併設の事業所と兼務

機能訓練指導員 1人以上 常勤：併設事業所と兼務

管理栄養士 1人以上 常勤：併設の事業所、他の職種と兼務

看護職員 2人以上 常勤：併設事業所と兼務

介護職員 20人以上 常勤：併設事業所と兼務

介護支援専門員 1人以上 常勤：他の職種と兼務

協力医療機関  五泉中央病院、北五泉クリニック、笹川歯科医院



○ 当事業者は虐待防止のための指針を整備しています。

○ 虐待防止のための研修を定期的に実施しています。

○ 虐待防止のための担当者を定めています。

＜事故発生時の対応＞
〇 当事業者は、入居者に対する施設サービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに

家族、及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。

〇 当事業者は、入居者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速

やかに損害賠償を行います。

＜緊急時における対応方法＞

○ サービス提供中に入居者の体調や容体の急変、その他の緊急事態等が生じたときには、速やかに

主治医又は協力医療機関等に連絡する等の必要な措置を講じます。

＜非常災害対策＞

○ 当事業者は、施設の所在する地域の環境及び入居者の特性に応じて、事象別の非常災害に関

する具体的計画を定めています。

○ 非常災害、その他の緊急時に備え、年２回以上の避難訓練を実施しています。

＜業務継続計画の策定＞
○ 当事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するための

計画（業務継続計画）を定め、必要な措置を講じています。

○ 業務継続計画を従業者に周知し必要な研修、訓練を実施しています。

○ 業務継続計画は必要に応じ見直し、変更を行っています。

＜苦情処理の体制＞

○

＜利用料＞

サービスを利用した場合にお支払いただく利用者負担金は、原則として下記の基本料金料の１割（一

定以上の所得のある方は２割もしくは３割）の額です。

○ 基本部分

○ 加　算

区　分 基本利用料 利用者負担金（自己負担１割の場合)

要介護１ 6,700 円 670 円

要介護２ 7,400 円 740 円

要介護３ 8,150 円 815 円

要介護４ 8,860 円 886 円

要介護５ 9,550 円 955 円

※利用料は１日あたりの料金となります。

加　算 基本利用料 利用者負担金（自己負担１割の場合

　個別機能訓練加算Ⅰ 120 円 12 円

　個別機能訓練加算Ⅱ 200 円 20 円

 日常生活継続支援加算Ⅱ 460 円 46 円

　個別機能訓練加算Ⅲ 200 円 20 円

 栄養マネジメント強化加算 110 円 11 円

 看護体制加算Ⅰロ 40 円 4 円

「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」のとおりとなります。



 介護職員等ベースアップ等支援加算 （基本料金+処遇改善を除く全ての加算）×0.016

 看護体制加算Ⅱロ 80 円 8 円

 夜勤職員配置加算Ⅳ 210 円 21 円

 口腔衛生管理加算Ⅰ 900 円 90 円

 口腔衛生管理加算Ⅱ 1,100 円 110 円

 経口移行加算 280 円 28 円

 経口維持加算Ⅰ 4,000 円 400 円

 経口維持加算Ⅱ 1,000 円 100 円

 療養食加算 60 円 6 円

若年性認知症利用者受入加算 1,200 円 120 円

安全対策体制加算 200 円 20 円

科学的介護推進加算Ⅱ 500 円 50 円

科学的介護推進加算Ⅰ 400 円 40 円

排せつ支援加算Ⅰ 100 円 10 円

排せつ支援加算Ⅱ 150 円 15 円

排せつ支援加算Ⅲ 200 円 20 円

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 30 円 3 円

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 130 円 13 円

ADL維持等加算Ⅰ 300 円 30 円

ADL維持等加算Ⅱ 600 円 60 円

自立支援促進加算 2,800 円 280 円

円

6,800 円 死亡日前日・前々日 680 円

再入所時栄養連携加算 2,000 円 200 円

 看取り介護加算Ⅰ

12,800 円 死亡日 1,280

1,440 円 死亡日以前4～30日 144 円

720 円 死亡日以前31～45日

円 死亡日以前4～30日 144 円
 看取り介護加算Ⅱ

15,800 円 死亡日 1,580 円

7,800 円 死亡日前日・前々日 780

認知症行動・心理症状緊急対応加算 2,000 円 200 円

 介護職員処遇改善加算Ⅲ （基本利用料＋すべての加算の合算）×0.033

720 円 死亡日以前31～45日 72 円

 在宅入所相互利用加算 400 円 40 円

72 円

円

1,440

退所時栄養情報連携加算 700 円 70 円

退所時情報提供加算 2,500 円 250 円

協力医療機関連携加算Ⅱ 50 円 5 円

特別通院送迎加算 5,940 円 594 円

認知症チームケア推進加算Ⅱ 1,200 円 120 円

認知症チームケア推進加算Ⅰ 1,500 円 150 円

円

生産性向上推進体制加算Ⅰ 1,000 円 100 円

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 100 円 10 円
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 50 円 5 円

初期加算 300 円 30 円

協力医療機関連携加算Ⅰ 500 円 50 円

外泊時費用 2,460 円 246 円

生産性向上推進体制加算Ⅱ 100 円 10 円

新興感染症等施設療養費 2,400 円 240



事業所又は施設の名称

申請するサービスの種類

　施設サービスは職員の資質によって大きな格差が生まれる。常に個々の尊厳を大切にし、経営理念にある
常に利用者の立場になって考え、誠実さをもってサービス提供し、利用者から満足してもらえる処遇技術の
向上を目指す。
　そのため、施設内外の各種研修会に積極的に職員を参加させて資質向上を図り、利用者が満足できる生
活を提供する。

苦情担当窓口を次の通り設置する。
①窓口設置場所　　　　新潟県五泉市橋田丙４９７－２
　　　　　　　　　　　　　　 うずらはし　事務室
②窓口開設時間　　　　午前　８時３０分　～　午後　５時３０分まで
③苦情受付担当者　 　梅　田　　裕　　　　（うずらはし　次長）
④苦情解決責任者　　 佐　藤　　茂　 　 　（うずらはし　園長）
⑤電話番号　　　   　 　０２５０－４８－５５７７
⑥そ の 他　　　    　　　緊急時は時間外でも対応します。

２　円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順

①相談及び苦情の対応
　来所または電話にて相談があった場合、原則担当者が対応する。
　担当者が対応できない場合は取り次いだ職員が対応し、その旨直ぐに担当者へ報告する。

②確認事項
　苦情（匿名の場合は相談）については次の事項を確認する。
　申し出者の氏名（利用者本人以外の場合は利用者との関係）、日時、誰（当該職員）が何を行っ
  たかを確認して具体的な苦情または相談の内容を整理する。

③相談及び苦情の処理期限の説明
　申し出者に対して対応した職員は、氏名を名乗るとともに相談及び苦情を受け付けた内容につ
  いて回答する期限について併せて説明する。

④相談及び苦情の処理
　概ね以下の手順によって処理を行う。
　ア  園長を中心として相談及び苦情処理のための会議を開催する。
　イ　サービスを提供した職員等から概況説明を受ける。
　ウ　問題点の分析、整理を行い今後の改善策について検討をする。
　エ　文書による回答を作成し、管理者が事情説明を利用者及び家族等に対して直接行い、その
      上で文書を渡す。
　オ　苦情処理の場合、個人情報を除き苦情解決実績を事業報告などに掲載し、公表する。
　カ　介護業務マニュアルにおいて改善点を明記し、再発防止を図る。
　

３ 苦情があったサービス事業者への対応策

　苦情内容及びその経過を説明し、事実関係について調査、回答を求める。
　苦情内容が事実であった場合、苦情申し立て者に対し詳しい説明を行わせると共に、苦情に
至った原因を明らかにさせ、対応策を講じるよう求める。

４　その他参考事項

１　利用者からの相談又は苦情などに対応する常設の窓口（連絡先）及び担当者の設置状況

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

特別養護老人ホーム　　うずらはし

介護老人福祉施設
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